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　 国際電話によるサギ電話が増加中です。 

   「＋１」「＋４４」などの番号から始まる「国際電話」には要注意しましょう。 

 

 
海外との電話が不要の方は無償で発着信を休止することができます

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※固定電話が対象）

 

 

 

 

 

 　

 

　　　
犯罪の被害に遭われた方は、犯罪による被害（けがをする、物を盗まれるなど）だけでなく、

 
　　被害後に生じる様々な問題に苦しんでいます。

 
　　　このような問題は、「二次的被害」と呼ばれ、例えば、「事件に遭ったことによる精神的

　　ショックや身体の不調」、「医療費の負担や失職、転職などによる経済的負担」、「捜査や裁

　　判の過程における精神的、時間的負担」、「周囲の人々の無責任なうわさ話やマスコミの取

　　材報道等によるストレス、不快感」などの苦痛を抱えています。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

　

　
  
   ＮＰＯ法人被害者支援ネットワーク佐賀ＶＯＩＳＳ

 ボ イ ス

　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●パトカー以外の車を使用： 警察が来たことが周囲に分からないよう、パトカー以外の車を使用するなど

　　　　　　　　　　　　　の配慮をしています。 

 ●事 情 聴 取           ： 被害者の方が安心して話せるような場所の選定や、希望する性別の警察官が

　　　　　　　　　　　　　事情を伺うなどの配慮をしています。 

 ●被 害 者 連 絡 制 度  ： 殺人や性犯罪、交通死亡事故などの被害者や御遺族の方には捜査状況、犯人

　　　　　　　　　　　　　の逮捕、検察庁への送致などについて警察から連絡します。 

 ●公 費 負 担 制 度     ： 事件によって必要になる場合がある診断書料や受診した医療機関での医療費 

                          （初診料やカウンセリング費など）の一部を警察が負担することができます。 

    　　　　　　　　　　　  また、御自宅が犯罪現場となった場合の清掃費や、居住が困難な場合などに

　　　　　　　　　　　　　一時的に避難する宿泊場所の経費を負担できる場合があります。 

 ●性犯罪被害相談電話    ： 「♯８１０３（全国共通番号）」、「０１２０－７ ３－８１０３」では、 
なやみは ハ ー ト さ ん

                          24時間相談を受け付けています。通話料は無料です。 

 
　　　　 　相談電話　　： ０９５２－３３－２１１０

 

 　　　　 　受付時間　　： 月曜日～金曜日　１０:００～１７:００
 

 　　　　 　電子メール　： v o i s s @ f 3 . d i o n . n e . j p
 

 　　　　　 　ホームページ：
 
https://www.saga-voiss.jp

 


